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令和７年度深谷市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度深谷市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（資本的収入及び支出) 

第２条 令和７年度深谷市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第４条に定めた資本的収

入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額１，２５５，３１２千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額  

１，２５５，２４９千円」に、「当年度分損益勘定留保資金６２３，５００千円」を「当年度

分損益勘定留保資金６２３，４３７千円」に改める。 

 

（科  目）          （既決予定額）   （補正予定額）       （計） 

収   入 

第１款 資本的収入 １，１４７，４６６千円 ６３千円 １，１４７，５２９千円 

第１項 企業債 １，００９，０００千円 △１３，２００千円 ９９５，８００千円 

第６項 他会計出資金 ０千円 １３，２６３千円 １３，２６３千円 

 

 

（企業債） 

第３条 予算第７条に定めた企業債を次のとおり補正する。 

 

起債の 
目 的 

補正前 補正後 

限度額 
起債の

方 法 利率 償還の方法 限度額 
起債の

方 法 
利率 

償還の

方 法 

老 朽 管 
更新事業 

千円 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

 

４％以

内（ただ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後につい

ては、当

該見直し

後 の 利

率） 

 

借入先の定

める融資条件

に従うものと

する。 

ただし、市財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、又は繰

上償還もしく

は低利に借換

えすることが

できる。 

千円 

補正前 

に同じ 

補正前

に同じ 

補正前

に同じ 

 

 

 

 

 

 

５０４，０００ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
４９０，８００ 
 
 
 
 
 
 
 

計 １,００９,０００    ９９５，８００    

 

令和７年９月１日提出    

                                        

深谷市長  小 島   進   
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 地方公営企業法施行令第１７条の２の規定による

予　算　に　関　す　る　説　明　書
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令和７年度深谷市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画 

 

 

資本的収入及び支出 

収 入                                 (単位：千円) 

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備  考 

1 資本的収入 

 

 

 

 

  
1,147,466 63 1,147,529 

 

１ 企業債 

 

 
1,009,000 △13,200 995,800 

 

１ 企業債 1,009,000 △13,200 995,800 〇財源更正 

６ 他会計 

出資金 
 0 13,263 13,263  

１ 他会計 

出資金 
0 13,263 13,263 〇財源更正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-



（単位：千円）

科　　　　　　目 金　　　　　　額

Ⅰ　　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　浄水場の運転管理等に要する支出 △ 1,382,585

　　　　人件費支出 △ 148,955

　　　　営業収入 2,746,822

　　　　負担金、補助金等収入 190,092

　　　　その他の収支 △ 24,404

　　　　　小計 1,380,970

　　　　利息及び配当金の受取額 4,064

　　　　利息の支払額 △ 133,092

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー 1,251,942

Ⅱ　　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　固定資産の取得による支出 △ 1,624,823

　　　　固定資産の売却による収入 0

　　　　国庫補助金等による収入 10,000

　　　　一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 128,466

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,486,357

Ⅲ　　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　企業債による収入 995,800

　　　　企業債の償還による支出 △ 706,087

　　　　他会計からの出資による収入 13,263

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 302,976

Ⅳ　　資金の増減額 68,561

Ⅴ　　資金の期首残高 1,144,614

Ⅵ　　資金の期末残高 1,213,175

令和７年度深谷市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年３月３１日）
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（単位：千円）

１  固定資産

  （１）有形固定資産

      イ  土地 743,110

      ロ  建物 2,168,029

          減価償却累計額 △891,114 1,276,915

      ハ  構築物 49,766,806

          減価償却累計額 △21,095,007 28,671,799

      ニ  機械及び装置 10,255,528

          減価償却累計額 △6,516,244 3,739,284

      ホ  車両及び運搬具 17,663

          減価償却累計額 △15,012 2,651

      ヘ  工具、器具及び備品 157,623

          減価償却累計額 △146,669 10,954

      ト  建設仮勘定 51,478

          有形固定資産合計 34,496,191

  （２）無形固定資産

      イ  水利権 1,125

          無形固定資産合計 1,125

  （３）投資その他資産

      イ  投資有価証券 700,000

      ロ  その他投資 24

          投資その他資産合計 700,024

          固定資産合計 35,197,340

２  流動資産

  （１）現金預金 1,213,175

  （２）営業未収金 291,803

  　　　　貸倒引当金 △14,456 277,347

  （３）貯蔵品 11,111

        流動資産合計 1,501,633

        資産合計 36,698,973

令和７年度深谷市水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

税抜
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３  固定負債

  （１）企業債

      イ  建設改良費等の財源に充てるための企業債 10,759,614

        固定負債合計 10,759,614

４  流動負債

  （１）企業債

      イ  建設改良費等の財源に充てるための企業債 703,477

  （２）未払金 370,429

  （３）引当金

      イ  賞与引当金 17,982

        流動負債合計 1,091,888

５  繰延収益

  （１）長期前受金 11,743,410

  （２）収益化累計額 △6,041,518

        繰延収益合計 5,701,892

        負債合計 17,553,394

６  資本金

  （１）自己資本金

      イ  固有資本金 755,517

      ロ  繰入資本金 7,658,282

      ハ  組入資本金 9,356,720

          自己資本金合計 17,770,519

          資本金合計 17,770,519

７  剰余金

  （１）資本剰余金

      イ  国庫補助金 14,150

      ロ  県補助金 4,328

      ハ  受贈財産評価額 19,914

          資本剰余金合計 38,392

  （２）利益剰余金

      イ  減債積立金 21,000

      ロ  建設改良積立金 1,172,954

142,714

          利益剰余金合計 1,336,668

          剰余金合計 1,375,060

          資本合計 19,145,579

          負債資本合計 36,698,973

資　本　の　部

      ハ  当年度未処分利益剰余金

負　債　の　部
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